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  ２０２３（令和５）年度業務報告 

 

 

Ⅰ 概況について 

２０２３年度は、従来から実施している①アマチュア局に係る無線設備の技術

基準適合証明・工事設計認証、②アマチュア局の保証業務、③集合講習又はｅラ

ーニングによるアマチュア無線技士の養成、並びに④電波利用秩序の維持への協

力の各事業について継続して実施したほか、青少年育成施策や受講者交流サイト

の運用等を通じ、アマチュア無線の振興に貢献した。 

一方、アマチュア無線利用者の指標たるアマチュア局数は、長期に亘り減

少傾向が続いており、ここ数年で実現した制度として、アマチュア無線の社

会貢献活動への活用（２０２１年３月）、アマチュア無線の体験運用の開始

・拡大（２０２１年３月開始・２０２２年３月拡大）、ワイヤレス人材育成

のためのアマチュア無線の活用（２０２３年３月施行・一部９月施行）が整

備されたが、その減少傾向に歯止めがかからず、ここ数年毎年１万局近く減

少している状況にある。 

このことは、当協会の経営状況にも影響を及ぼしており、２０２２年度ま

では業務効率化等を推進し、その効果もあり、経営悪化を最小限に留めてき

たが、当該年度では、その効果も及ばず、ここ数年では最も悪化した状況と

なっている。 

このため、２０２４年度から早ければ２年度内に収支均衡を実現するよう、

あらゆる策を講じていく必要がある。 

 

 

Ⅱ 法人運営について 

 １ 役員体制 

 ６月２９日に開催された第１３回定時評議員会において、任期満了に

伴う評議員及び役員の選任が行われ、現評議員８名及び理事７名・監事

２名の再任のほか、新たに評議員として河内正孝氏、櫻田洋一氏、森田

耕司氏及び森野冨士彦氏の４名が、理事として飯塚留美氏、髙橋哲也氏

及び夏賀邦明氏の３名が選任され、それぞれ就任した。 

その後に開催された第３５回理事会において、三木哲也理事が会長

（代表理事）に、夏賀邦明理事が専務理事（業務執行理事）に選定され

就任した。また、有坂芳雄氏が顧問に再任されている。 

 

 ２ 一般法人への移行関係 

２０２２年度の公益目的支出計画実施報告書については、６月に開催
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された第３４回理事会の承認を得て、その後開催された第１３回定時評

議員会へ報告の上、６月３０日付けで内閣総理大臣あて提出した。 

 

    □ 公益目的支出額       ３１，７０３，８８３円 

    □ 公益目的財産残額     ２１０，５５２，３８８円 

    □ 計画達成率（１２年目計画との比）     １７３％ 

 

 ３ 事務局体制 

   ２０２４年３月末現在における職員の配置は、次のとおりである。 

 

    □ 本部職員（常勤役職員）  １４名（１４名） 

    □ 地方職員（非常勤職員）  ３１名（２６名） 

主任執行職員       ９名（ ９名） 

養成課程執行職員    ２２名（１７名） 

            合 計    ４５名（４０名）   

        ※（）内の数は、２０２２年度末現在のもの 

 

 ４ 評議員会及び理事会 

以下のとおり、会議を開催した。 

区 分 回 開催年月日 議   題 

理 事 会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３４回 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年６月14日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ２０２２（令和４）年度事業

報告の承認について 

2 ２０２２（令和４）年度収支

決算の承認について 

3 ２０２２（令和４）年度公益

目的支出計画実施報告書の承

認について 

4 定時評議員会の日時及び場所 

 並びに目的である事項の決議 

 について 

5 職制規程の一部改正について 

第３５回 2023年６月29日 1 会長等の選定について 

2 顧問の選任（再任）について 

第３６回 2024年３月22日 1 ２０２４（令和６）年度事業

計画の承認について 

2 ２０２４（令和６）年度収支

予算の承認について 
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3 特定資産の取崩しについて 

評議員会 

 

 

 

 

 

 

第１３回 

 

 

 

 

 

 

 

2023年６月29日 

 

 

 

 

 

 

 

1 ２０２２（令和４）年度事業

報告について 

2 ２０２２（令和４）年度収支

決算の承認について 

3 ２０２２（令和４）年度公益

目的支出計画実施報告書につ

いて 

4 任期満了に伴う評議員の選任

について 

5 任期満了に伴う役員の選任に

ついて 

 

５ その他 

  養成課程関係者の功労表彰として、永年に亘り養成課程に携わった全国

の講師及び管理責任者のうち、特に功績の顕著な者１１名を表彰した。 

  また、ＪＡＲＤ受講者交流サイト「ＨＡＭｔｔｅ」において、年３回定

期的に開催している「ＨＡＭｔｔｅ交信パーティー」への協力が大変顕著

な八重洲無線株式会社の無線クラブに対し特別表彰を行った。 

   なお、表彰式は、６月２９日の定時評議員会後に同会場内において行い、

三木会長から講師及び管理責任者の受賞者の代表者２名と八重洲無線株式

会社の無線クラブの担当者に対し、感謝状と記念品を贈呈した。 
 
 

Ⅲ 事業概要について 

 １  技術基準適合証明・工事設計認証 

(1) メーカーの求めにより、適正に工事設計認証を審査し、認証を行った。 

  (2) 登録証明機関の立入検査を受検 

(3) 測定器等の有効利用の取扱件数 

① 無線機器の電波測定サービスを適正に実施した。 

② 測定器室の開放（一般利用サービス）を適切に実施した。 

 

２ アマチュア局保証業務 

  基本保証及びスプリアス確認保証を適正に実施した。 

 

３ 集合講習による無線従事者の養成（第四級・三級集合講習） 

  全国各地において、第四級及び第三級アマチュア無線技士養成課程を適 
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正に実施した。また、４アマ養成課程の減額措置(１８歳以下)も継続して 

いる。 

 

４ ｅラーニングによる無線従事者の養成（第二級・三級） 

   第二級及び第三級アマチュア無線技士ｅラーニングを適正に実施した。 

 

５ 電波利用秩序維持への協力等 

(1) アマチュア無線の適正利用に関する周知広報を行った。 

(2) 各地でのイベントに出展等を行い、対応した。 

(3) 受講者支援（事後フォロー）の充実を図った。 

  (4) ＪＯＴＡ（ジャンボリー・オン・ジ・エア）体験会に協力した。 

(5) 全日本や全国高等学校ＡＲＤＦ大会に支援を行った。 

 

６ その他 

(1) アマチュア無線の制度改正関係 

２０２３年３月２２日に「電波法施行規則等の一部改正」が公布・施

行された（一部、９月２５日施行）ので、適正に対応した。 

(2) 一般財団法人日本ＵＡＳ産業振興協議会（ＪＵＩＤＡ）※との連携 

  昨年度に引き続き、ドローンＦＰＶでのアマチュア無線利用における

利便性の向上と適正化を図るため、ＪＵＩＤＡと連携を行っている。 

    ※ＪＵＩＤＡは、日本のＵＡＳ（無人航空機システム）産業の振興と
健全な発展を目指し、２０１４年７月に設立された団体 

  (3) アマチュア無線関係４者による連携 

    一般社団法人日本アマチュア無線連盟（ＪＡＲＬ）、日本アマチュア

無線機器工業会（ＪＡＩＡ）、ＣＱ出版株式会社及びＪＡＲＤの４者

は、２０２３年１２月に正式にアマチュア無線の継続的発展に向けた具

体的取り組みと協力体制について検討するための会議体として「アマチ

ュア無線継続的発展会議（ＳＤ会議）」を発足させた。このＳＤ会議で

は、アマチュア局数の減少一途である状況にアマチュア界の総力を挙げ

て継続的発展への方策に取り組むこととしている。 

  (4) １１月中旬より、ＳＮＳを使った周知広報を開始した。 

  (5) 周知の場として、ＦＭぱるるん（ＭＩＴＯ・７６．２ＭＨｚ） 

「ＯＭのラウンドＱＳＯ」（毎週日曜２１時３０分から放送）に、毎週

業務等のＰＲのためＪＡＲＤ役職員等が出演している。 


